
地域価値ワーキンググループの開催について 

 

令和２年１月１７日 
知的財産戦略本部 
構想委員会座長決定 

 

１ 「構想委員会の運営について」（令和元年９月２７日知的財産戦略本部構想委員会座

長決定）第２項に基づき、「地域資源の活用と知財戦略」に関する専門の事項を調査さ

せるため、以下のワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を開催する。 

 
・地域価値ＷＧ 

我が国は、知財を活用し、「日本の特徴」も活かしつつ、世界が共感する様々な価値

を創出し続ける「価値デザイン社会」を目指しており、その実現のための戦略として

「地域資源の活用と知財戦略」は、重要なテーマである。 
それぞれの地域で形成されてきた独自で多様な地域資源を掘り起こし、それらを価

値ある知財（技術、ブランド、食品、農産物、観光資源、コンテンツ等）として、見え

る化し、磨き上げ、活用する。そして、地域外の視点を取り入るべく、地域内の主体の

協働に加えて、海外や他地域とつながった「地域知財エコシステム」は、「価値デザイ

ン社会」の基盤になり得ると考えられる。 
以上の点を踏まえ、本ＷＧでは、他地域にとって参考となる「地域知財エコシステ

ム」のベストプラクティスをとりまとめる。また、「地域知財エコシステム」の構築・

活性化を後押しする政府の取組の在り方を検討することとする。 
 

２ ＷＧの座長及び委員は、別紙のとおりとする。ＷＧの座長は、必要があると認めると

きは、委員のほかにオブザーバを参加させることができる。 

 

３ ＷＧの座長は、必要があると認めるときは、委員のうちから座長代理を指名すること

ができる。 

 

４ ＷＧの座長は、必要があると認めるときは、委員及びオブザーバ以外の専門委員を招

いて意見を聞くことができる。 

 

５ 会議は、原則として公開し、事務局へ事前登録を行った者は傍聴することができる。 
 
６ 会議資料及び議事録は原則として会議開催後公開する。 

資料２ 



 
７ ＷＧの座長は、会議又は会議資料若しくは議事録を公開することにより率直な意見の

交換が損なわれるおそれがあるときその他必要と認めるときは、これらの全部又は一部

を非公開とすることができる。 
 
８ ＷＧの座長は、委員、オブザーバ、専門委員及び傍聴者に対し、率直な意見の交換が

損なわれることのないよう、会議によって知り得た情報を外部で取り扱うときは、発言

をした者の所属及び氏名を特定しないよう求めることができる。 
 
９ 前各項に掲げるもののほか、ＷＧの運営に関する事項その他必要な事項は、ＷＧの座

長が定める。 
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